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令和５年４月１日付け組織改正（案）の一部追加について 

 

 

１ 基本的な考え方 

区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、

令和５年４月１日付け組織改正（案）を一部追加する。 

  

２ 組織図（案） 

  別紙のとおり 
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令和5年4月1日付け組織改正（案）
【一部追加】

今回、一部追加した内容
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所管部 改正内容

副参事（保健師統括担当）

副参事（特命担当）

世田谷
保健所

◆保育の質を高める体制の中心を担い、巡回
支援から見えた課題や保育施設からの相談等
に対し、迅速に判断し対応するため、副参事
（保育の質向上担当）を新設することとした
が、さらに、区立保育園を含め、不適切な保
育の再発防止に向けた支援体制を強化するた
め、副参事（保育の質向上担当）を増設す
る。

◆新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置づけ変更において、感染症の名称変更が
行われた場合に、都度、課名を変更すること
が区民の混乱につながるため、これまでの住
民接種担当部の部名を元とした住民接種担当
課という課名とする。

世田谷保健所

副所長

健康企画課

健康推進課

感染症対策課

住民接種担当課

世田谷保健相談課

北沢保健相談課

玉川保健相談課

砧保健相談課

烏山保健相談課

生活保健課

副参事（感染症危機管理担
当）

烏山保健相談課

生活保健課

副参事（感染症危機管理担
当）

副参事（保健師統括担当）

副参事（特命担当）

新型コロナワクチン接種担
当課

世田谷保健相談課

北沢保健相談課

玉川保健相談課

砧保健相談課

世田谷保健所

副所長

健康企画課

健康推進課

感染症対策課

子ども家庭課

改正組織
（２月６日・７日常任委員会報告案）

副参事（乳幼児教育・保育
支援担当）

子ど
も・若
者部

子ども・若者部

子ども・若者支援課

副参事（保育の質向上担
当）

児童課

副参事（子ども家庭専門指
導担当）

副参事（児童施策推進担当）

児童相談支援課

副参事（児童相談所・子ども家庭支
援連携担当）（５）

保育課

保育認定・調整課

改正組織
（一部追加案）

子ども・若者部

子ども・若者支援課

児童課

子ども家庭課

副参事（児童相談所・子ども家庭支
援連携担当）（５）

副参事（乳幼児教育・保育
支援担当）
副参事（保育の質向上担
当）(2)

児童相談支援課

保育課

保育認定・調整課

副参事（児童施策推進担当）

副参事（子ども家庭専門指
導担当）
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